
資料１-１　第二次えひめ環境基本計画における環境指標の状況

○基本方針の達成状況を測る指標【14指標】

計画策定時 現状値 目　　標
環境基準達成率

77％ 83％ 100％
(H26) （H30） (H31)
93％ 82％ 100％
(H26) （H30） (H31)
100％ 100％ 100％
(H26) （H30） (H31)
79％ 89％ 100％
(H26) （H29） (H31)
306件 249件 現状より減少
(H26) （H29） (H31)

23,380千tCO2 20,087千tCO2 17,784千tCO2
(H24) （H28） (H42)
573㎘ 389㎘ 904㎘
(H25) （H29） (H33)
911g 902g 868g
(H25) （H29） (H32)
18.4％ 17.9％ 27.0％
(H25) （H29） (H32)

98,392人 96,175人 100,000人
(H26) （H30） (Ｒ元)
51％ 60.9％ 60%
(H24) （H30） (H33)

152団体 158団体 現状より増加
(H26) （H30） (H31)

518団体 563団体 613団体
(H27) （H30） (H30)
21件 53件 120件
(H27) （H31.3） (H31)
10,206t 8,140t 現状より増加
(H26) （H30） (H31)

○施策の進捗状況を測る指標【14指標（うち再掲２指標）】

計画策定時 現状値 目　　標
75.3％ 79.2％ 86.1％
(H26) （H30） (H34)
71件 77件 現状より増加
(H25) （H29） (H31)

108,823ha 109,384ha 109,802ha
(H26) （H30） (R元)
46.6％ 58.1％ 61.8％
(H27) （H31.3） (R2)

3,363人 3,266人 現状より増加
(H26) （H30） (R2)
56人 51人 100人
(H27) (H30) (H31)

122モデル 133モデル 現状より増加

(H26) （H30） (H31)

６地区 ６地区 ８地区
(H26) （H30） (H31)

108,823ha 109,384ha 109,802ha
(H26) （H30） (R元)

14,800ha 15,874ha 19,100ha
(H26) （H30） (R４)

22,659人 15,321人 現状より増加
(H26) （H30） (H31)
31回 52回 50回
(H26) （H30） (H31)

122モデル 133モデル 現状より増加
(H26) （H30） (H31)
917ha 928ha 940ha
(H26) （H30） (H32)

14
愛媛県特別栽培農産物等認証制度
（エコえひめ）農産物取組面積

12 環境マイスター派遣回数

11

Ⅲ
未来を支える人
づくり・しくみづ
くり

①
未来へつなぐ環境教
育・学習の充実と環境
保全活動の促進

環境教育・学習参加者数

13 ②
未来を支える環境・経
済・社会の調和

資源循環優良モデル認定件数
（再掲）

10
農地や農業用水などの保全活
動に取り組む面積

8

③
生物多様性の保全と自
然共生社会の実現

特定希少野生動植物保護区の指定数

9 民有保安林の指定面積（再掲）

4

Ⅱ
目指すべき３つ
の社会の実現

①
地球温暖化対策の推進
と低炭素社会の実現

ＬＥＤ信号機の設置率

5 ノーマイカー通勤登録者数

7
②
環境への負荷が少ない循環
型社会の実現

資源循環優良モデル認定件数

6 地球温暖化防止活動推進員数

2
公共施設等の雨水・再生水利
用施設数

1

Ⅰ
かけがえのない
環境の保全

①
安全で良好な生活環境
の保全

汚水処理人口普及率

3 民有保安林の指定面積

№ 基本目標 基本方針
環境指標

項　　目

14 県内のエコフィード生産量

12 愛リバー・ロード・ビーチ登録団体数

11

Ⅲ
未来を支える人
づくり・しくみづ
くり

①
未来へつなぐ環境教
育・学習の充実と環境
保全活動の促進

環境ＮＰＯ法人数

13 ②
未来を支える環境・経
済・社会の調和

環境マネジメントシステムの取得件数

9 一般廃棄物のリサイクル率

10 ③
生物多様性の保全と自
然共生社会の実現

森林公園利用者数

生物多様性の認識度

3 （ダイオキシン類）

7
県内バイオディーゼル燃料生
産量

5 騒音・振動・悪臭の苦情件数

6

Ⅱ
目指すべき３つ
の社会の実現

①
地球温暖化対策の推進
と低炭素社会の実現

県内の温室効果ガス総排出量
（森林吸収分を差し引いた排出量）

8 ②
環境への負荷が少ない
循環型社会の実現

一般廃棄物の１人１日当たり排出量

№ 基本目標 基本方針
環境指標

項　　目

4 （騒音）

2 （水質汚濁）
Ⅰ
かけがえのない
環境の保全

①
安全で良好な生活環境
の保全

1 （大気汚染）
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○ ○ ○

②公告・縦覧

③説明会の開催

○ ④意見書の提出

○ ⑤意見概要書の作成 ○

○ ⑥意見書の提出

⑦意見 ⑧意見通知 ○

○ ⑨技術的助言の申出

⑩技術的助言 ○

①環境影響評価の実施

○ ○ ○

③公告・縦覧

④説明会の開催

○ ⑤意見書の提出

○ ○

⑦公告・縦覧 縦覧期間１月

○ ⑧意見書の提出

　　 知事意見

120日以内

⑨公聴会の開催 意見陳述

⑩意見 ⑪意見通知 ○

○ ○

②公告・縦覧 縦覧期間１月

③許認可へ反映

④配慮要請通知

○ ○ ○

②公告・縦覧 縦覧期間１月

○ ③意見書の提出

　　 知事意見

90日以内
④意見 ⑤措置要請 ○

（公告まで事業の実施を制限）

許認可権利者

①事後調査報告書の
　作成

縦覧期間１月
意見書提出期間
１月＋２週間

①環境影響評価書の
　作成

  送　付

  送　付

　　　　　　 送　付

  送　付

必要に応じ

①環境影響評価方法書
　の作成

縦覧期間１月
意見書提出期間
１月＋２週間

必要に応じ

  送　付　　　　　意見聴取　　　　送　付

　　　　　　 送　付

　　　　　　 送　付

資料１－２　　愛媛県環境影響評価条例の手続

②環境影響評価準備書
　の作成

⑥意見概要書・見解書
　の作成

※特に必要と認めるとき

　　　　　意見聴取　　　　送　付

　　知事意見
　　　90日以内

　　　　　意見聴取　　　　送　付   送　付

  送　付
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資料１－３ 愛媛県環境審議会の法定審議事項 

法律等の名称 法律等に基づく審議事項 

環境基本法 １ 環境の保全に関する基本的な事項等（第43条第１項） 

愛媛県環境基本条例 １ 環境の保全に関する基本的な計画の策定及び変更（第10条第３項、第５項） 

水質汚濁防止法 

１ 県の区域に属する公共用水域及び地下水の水質汚濁防止に関する重要事項（第21条
第１項） 

 (1) 上乗せ排水基準の設定に関すること（第３条第３項） 
 (2) 測定計画の作成に関すること（第16条第１項） 
 (3) 水質環境基準の水域類型へのあてはめに関すること（政令） 
 (4) 総量削減計画の策定に関すること（第４条の３第１項） 
 (5) 総量規制基準の設定に関すること（第４条の５第１項） 
 (6) 生活排水対策重点地域の指定に関すること（第14条の８第１項）など 

特定水道利水障害の
防止のための水道水
源水域の水質の保全
に関する特別措置法 

１ 水質保全計画の策定及び変更（第５条第７項、第12項） 

大気汚染防止法 １ 指定ばい煙総量削減計画の策定及び変更（第５条の３第２項、第６項） 

公害防止事業費事業
者負担法 

１ 公害防止事業に係る費用負担計画の策定及び変更（第６条第１項、第８条第１項） 

廃棄物の処理及び清
掃に関する法律 

１ 廃棄物処理計画の策定及び変更（第５条の５第３項） 

特定産業廃棄物に起因
する支障の除去等に関
する特別措置法 

１ 特定産業廃棄物に起因する支障の除去等の実施に関する計画の策定及び変更（第４
条第４項、第８項） 

農用地の土壌の汚染防
止等に関する法律 

１ 農用地土壌汚染対策地域の指定、区域の変更及び指定の解除（第３条第３項、第４
条第２項） 

２ 農用地土壌汚染対策計画の策定及び変更（第５条第５項、 第６条第２項） 

ダイオキシン類対策
特別措置法 

１ ダイオキシン類総量削減計画の策定及び変更（第11条第２項、第６項） 
２ ダイオキシン類土壌汚染対策地域の指定、区域の変更及び指定の解除（第29条第３
項、第30条第２項） 

愛媛県土砂等の埋立
て等による土壌の汚
染及び災害の発生の
防止に関する条例 

１ 土砂基準及び水質基準の設定、変更及び廃止(第５条第２項、第６条第２項) 

自然環境保全法 １ 自然環境の保全に関する重要事項（第51条第２項） 

鳥獣の保護及び管理
並びに狩猟の適正化
に関する法律 

１ 鳥獣保護管理事業計画、第一種特定鳥獣保護計画及び第二種特定鳥獣管理計画の策
定及び変更（第４条第４項、第７条第８項、第７条の２第３項） 

２ 狩猟鳥獣の捕獲の禁止及び制限、第二種特定鳥獣に係る特例（第12条第６項、第14
条第４項） 

３ 鳥獣保護区及び特別保護地区の指定及び変更（第28条第９項、第29条第４項） 
４ 猟区の維持管理に関する事務の委託（第73条第２項） 

温泉法 

１ 温泉ゆう出目的の土地掘削の許可及び不許可(第３条第１項、第４条第１項、第32
条) 

２ 土地掘削の許可の取消し等の命令（第９条第１項、第２項、第32条） 
３ 増掘及び動力装置の許可及び不許可（第４条第１項、第11条第１項、第２項、第３

項、第32条） 
４ 増掘及び動力装置の許可の取消し等の命令（第９条第１項、第２項、第11条第２
項、第３項、第32条） 

５ 温泉採取制限命令（第12条、第32条） 

愛媛県自然環境保全
条例 

１ 県自然環境保全地域の指定、指定の解除及び区域の変更（第18条第２項、第８項） 
２ 保全計画の決定、廃止及び変更（第18条第２項、第19条第４項） 

愛媛県県立自然公園
条例 

１ 県立自然公園の指定、指定の解除及び区域の変更（第５条第１項、第６条第１項） 
２ 公園計画及び公園事業の決定、廃止及び変更（第７条第１項、第８条第１項、第９
条第１項、第３項） 

愛媛県自然海浜保全
条例 

１ 自然海浜保全地区の指定、指定の解除及び区域の変更（第３条第１項、第６項） 

愛媛県野生動植物の
多様性の保全に関す
る条例 

１ 野生動植物の多様性の保全を図るための基本方針の策定及び変更（第８条第３項、
第５項） 

２ 特定希少野生動植物の指定及び指定の解除（第９条第２項、第９項） 
３ 特定希少野生動植物保護区の指定及び指定の解除（第19条第３項、第10項） 
４ 特定希少野生動植物の保護管理事業計画の策定及び変更（第26条第１項、第４項） 

愛媛県立都市公園条
例 

１ 県立都市公園の設置、区域の変更及び廃止（第２条第１項） 
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